
 

与那国町診療所の指定管理者要綱 

 

この要綱は、与那国町診療所設置及び管理に関する条例（平成 23 年与那国町条例第 7 号。以下「条例」という。）

に基づき管理を行う法人その他の団体（以下「指定管理者」という。）の募集に関して、与那国町の公の施設の管理

に関する基本条例（平成 18 年与那国町条例第 5 号。以下「基本条例」という。）の規定に基づき、必要な事項を定

め、診療所の施設の管理に関する業務を行う。 

 

Ⅰ公の施設の概要 

 １ 名 称 等 

     （１）名   称   与那国町診療所 

     （２）所 在 地   与那国町字与那国１２５番地１ 

     （３）開設年月日   昭和４８年９月２５日 

 

２ 敷地・建物等 

 所 在 敷地面積 構造等 延床面積 建築年次 

診 療 所 

与那国町字与

那国 125 番地

１ 

776.37 ㎡ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1 階建造 

（現診療所） 
248.69 ㎡ Ｓ４８年 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 2 階建造 

（旧診療所1階部分） 
193.2 ㎡ Ｓ６２年 

 

３ 機器・備品 

   X線撮影装置、CT装置、超音波診断装置、心電計、臨床検査機器一式 

※主要検査は診療所内で実施可能 

 

Ⅱ指定管理条件等 

 

１ 指定管理条件 

（1） 指定管理施設及び医師の確保 

ア 診療所の円滑的・効率的運営を図るとともに患者サービスの質の向上を図ること。 

イ 休診日（ただし、緊急を要する場合その他指定管理者が特に必要と認めるときは、あらか 

じめ町長の承認を受けて診療日及び診療時間を変更することができる。） 

・国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 

・土曜日 

・日曜日 

・12 月 29 日から翌年１月 3 日まで、６月 23 日（慰霊の日） 

（2） 指定管理者が行う業務の範囲 

ア 診療・看護等に関する業務 

イ 外来診療業務 



ウ 町からの公衆衛生等の受託事業 

          診療・看護等に関する業務の実施を妨げない範囲で、町からの依頼に基づき、公衆衛生等に 

係る事業を受託し実施してください。 

（3） 患者のための医療を実施するための機能の充実 

        ア 医療における安全管理 

        イ 医療情報の管理 

        ウ インフォームドコンセントの徹底 

（4） 災害時医療 

「町地域防災計画」に基づき、常時から災害に対応できる体制を整備してください。 

（5） 施設・設備及び備品等の維持管理業務 

・診療所の土地・建物・設備・付帯施設の維持管理全般は、指定管理者が行うこととします。なお、

管理にあたっては、法令等に定める有資格者を配置してください。 

ア 土地 Ⅰ－２－（１）に記載する土地を無償で町が貸与します。 

イ 建物・構造物 Ⅰ－２－（２）に記載する建物を無償で町が貸与します。 

・建物、設備、付帯施設の資産価値を増進する増築・改良工事等については、町と指定管理者が事 

前に協議を行い、町の負担により町が行います。 

・建物、設備、付帯施設の資産価値を維持する保守・修繕工事の内、１件 20 万円以上の保守・修 

繕工事等は、町の負担により町が、１件 20 万円未満の保守・修繕工事等は、指定管理者の負担 

により指定管理者が行うこととします。 

（6）  医療機器・備品等 

・別表の備品を無償で町が貸与します・ 

・原則として１件 20 万円以上の医療機器・備品等の新規整備及び更新は、町と指定管理者が事前 

に協議を行い、町の負担により町が行うこととします。 

・上記以外の医療機器・備品等の整備・更新・小破修繕は、指定管理者の負担により指定管理者が 

行うこととします。 

（7） 診療所の運営業務 

診療所の運営にかかる経費（医師・看護師・事務職員等の人件費、薬品費、消耗品等）、施設等 

の維持管理経費（光熱費、保守点検費、清掃費、小破修繕等）その他の経費は、指定管理者が 

負担することとします。 

 

２ 指定管理に関する経費等の取扱い 

（1） 利用料金制度の採用と町受託事業の取扱 

ア 利用料金制度の採用 

指定管理施設の利用については、条例第６条に規定する使用料及び手数料を当該指定管理 

施設の利用にかかる料金（「利用料金」）として指定管理者の収入とします。 

        イ 町からの受託事業の取扱い 

           町からの受託事業は、指定管理者の収入とします。 

（２） 町が指定管理者に支払う費用 

           指定管理者が当該施設の管理運営を行うにあたり、利用料金による収入だけでは運営が困 

難な場合、町は指定管理者に対し、別に運営交付金を交付することとします。なお、運営 



交付金の額については、必要に応じ、事業計画書の中で提案してください。 

（３） 管理口座・区分経理について 

           指定管理者としての業務に係る経費及び収入は、法人等自体の口座とは別の口座で管理し 

てください。また、指定管理者としての業務に係る経理と、その他の法人等に係る経理は 

区分して整理してください。 

３ 指定の期間 

    令和８年４月１日から令和 11 年３月 31 日まで（３年間） 

なお、指定期間中に指定管理業務の見直しを行う必要が生じた場合は、町と指定管理者が協議を行うこと 

とします。 

４ 管理の基準  

（１） 関係法令等の遵守 

         関係法令及び条例等の規定を遵守することとします。  

（２） 施設及び物品等の維持管理 

     施設及び物品等の維持管理を適切に行ってください。 

（３） 個人情報の取扱い 

指定管理者が指定管理施設の管理を行うにあたり、個人情報を取り扱う場合には、その取扱い 

に十分留意し、漏えい、き損の防止その他の個人情報の適切な管理に努め、個人情報を保護す 

るために必要な措置を講じることとします。個人情報の漏えい等の行為には、与那国町個人情 

報保護条例（平成 22 年条例第６号）に基づく罰則が適用される場合があります。 

（４） 守秘義務 

     指定管理者は施設の管理を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしたり、自己の 

利益のためにしようしてはならないこととします。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは

指定管理者の指定を取り消され、又は、従事者が職を退いた後においても同様とします。 

（５） 情報公開 

指定管理者が管理業務に伴い作成し、または取得した文書で指定管理者が管理しているものの 

公開については、別途情報公開規定等を定めることとし、適正に情報公開を行ってください。 

（６） 文書の管理・保存 

指定管理者が管理業務に伴い作成し、または受領する文書等は、別途文書の管理に関する規程 

等を定め、適正に管理・保管することとします。また指定管理終了時に、町の指示に従って引 

き渡すこととします。 

（７） 業務の一括委託の禁止 

指定管理者は、本業務を第三者に委託し、又は請け負わせることはできません。ただし、業務 

の一部についてあらかじめ町が認めた場合はこの限りではありません。 

 

Ⅲ 申請の手続き 

（１） 公募による選定 

基本条例第３条の規定に基づき、公募による選定とさせていただきます。 

（２） 申請書類 

前号の規定により指定管理者の指定を受けようとするときは、指定管理者指定申請書（様式第 

１号）に、次の各号に揚げる書類を添付して提出していただきます。 



ア 申請資格を有していることを証する書類（申請資格に係る申立書（別紙様式１） 

法人に会っては登記事項証明書、非法人にあっては団体の代表者の身分証明書、国・地方税の 

納税証明書又は納税義務がない旨の申立書等 

イ 当該施設の管理運営に関する指定期間中の事業計画書および収支計画書 

ウ 経営状況を説明する書類 

 前事業年度の収支（損益）計画書・貸借対照表、財産目録、事業報告書、現事業年度の収支予 

算書及び事業計画書 

エ 定款または寄付行為、役員名簿、組織図 

オ その他町長等が指定する書類（上記書類のうち該当するもののみ） 

（３） 申請書類の提出方法  

ア 提出先  与那国町長寿福祉課  

（〒907-1801 沖縄県八重山郡与那国町字与那国 129 番地） 

イ 提出期限 令和８年１月９日（金）１７時まで （必着） 

ウ 提出方法 直接持参 または郵送 

エ 提出部数 正本１部、副本 2 部（複写化） 

（４） 提出書類の取扱い  

ア 申請に係る経費は、申請者の負担とします。 

イ 申請書等の提出書類は、原則として公表しません。 

ウ 提出書類は返却しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１号（第３条関係） 

 

指定管理者指定申請書 

 

 

令和  年  月  日 

 

与那国町長         殿 

 

主たる事務所の所在地 

申請者名        

代表者職氏名      

電話番号        

 

             

 

与那国町の公の施設の管理に関する基本条例第３条第３項の規定により、次のとおり指定管理者の指定

を希望しますので、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

１ 公の施設の名称及び所在地 

  名 称  与那国町診療所 

所在地  与那国町字与那国１２５番地１ 

 

添付書類 

 １ 申請資格を有していることを証する書類（申請資格に係る申立書（別紙様式１）） 

   登記事項証明書 

 ２ 施設管理に関する指定期間中の事業計画書及び収支計画書 

 ３ 経営状況を説明する書類 

   前事業年度の正味財産増減計画書・貸借対照表、財産目録、業績報告書、現事業年 

度の収支予算書、及び事業計画書 

 ４ 定款、役員名簿、組織図 

 ５ その他町長等が指定する書類（上記書類のうち該当するもののみ） 

  

 

 

 

 

 



 

 

（別紙様式１） 

 

申請資格に係る申立書 

令和  年  月  日  

 

 

与那国町長          殿 

 

 

主たる事務所の所在地  

申 請 者 名 称  

代 表 者 氏 名         

電 話 番 号  

 

 

  与那国町診療所の指定管理者募集要項の申請手続きに基づき、当団体が下記のいずれにも該当し

ないことを申し立てます。 

記 

１ 当該団体の役員(法人以外の団体にあっては、当該団体の代表者)のうち次のいずれかに該当す

る者がある団体 

 (1)  公の施設の管理を行うために必要な契約等を締結する能力を有しない者 

 (2)  破産者で復権を得ない者 

２ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の

規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている団体 

３ 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による

指定の取消しを受けたことがある団体 

４ 破産開始の決定を受けた法人又は清算法人 

５ 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する

場合を含む。)又は同法第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者がある法人 

６ 国税又は地方税を滞納している団体 

７ その他町長等が定める事項 

 

添付書類 

(1) 法人にあっては登記事項証明書、非法人にあっては団体の代表者の身分証明書 

(2) 国・地方税の納税証明書又は納税義務がない旨の申立書等 

 

 

 


